
 
 

「食の安全に関するリスクコミュニケーションの改善に向けて（案）」 

についての御意見・情報の募集結果について（案） 

 

 

１．実施期間     平成１８年９月７日（木）～平成１８年１０月６日（金）まで 

 

２．提出方法      インターネット、ファックス、郵送 

 

３．提出状況     ９通 

 

４．御意見及びそれに対する食品安全委員会の回答 

 

 

資料２－１ 



 

No. 御意見・情報の概要 食品安全委員会の回答 

１ 食品安全基本法の制定をはじめ、新たな食品安全

行政が開始されてから約 3 年が経過しました。食品の

安全に関するリスクコミュニケーションは、リスク分析手

法の導入により、3 府省共催による意見交換会やモニ

ター制度の運営、電子メール等での定期的な情報配信

など各種の取り組みが行われ、以前より大きく改善し

たことは画期的であると考えます。 

 今後は食品安全基本法第 13 条（情報及び意見の交

換の促進）の規定(注１)を達成するため、一層の役割

発揮を食品安全委員会及びリスクコミュニケーション専

門調査会に期待するものです。 

 これをふまえ、「食の安全に関するリスクコミュニケー

ションの改善に向けて（案）」（以下、「報告（案）」）に対

して、下記の通り、総括的意見及び個別具体的事項に

関する意見を提出します。 

(注１)食品安全基本法 第13条 

（情報及び意見の交換の促進） 

 食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっ

ては、当該施策の策定に国民の意見を反映し、並び

にその過程の公正性及び透明性を確保するため、

当該施策に関する情報の提供、当該施策について

意見を述べる機会の付与その他の関係者相互間の

情報及び意見の交換の促進を図るために必要な措

置が講じられなければならない。 

記 

１．総括的意見 

リスクコミュニケーションの今後の推進にあたり、食

品安全委員会及びリスクコミュニケーション専門調査

会は、次の二点について責務を果たす必要があると

考えます。 

（１）食品安全委員会が、関係各省庁や地方自治体も

含めた、関係者による包括的なリスクコミュニケーシ

ョンの改善やレベルの向上について、主導的な役割

を発揮すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）食品安全基本法第１３条では、リスクコミュニ

ケーションが、施策の策定に対する国民の皆様の意

見の反映、施策の策定過程の公正性と透明性の確保

にあることを明らかにし、その内容を関係者相互間

の情報及び意見の交換の促進と位置づけ、リスク評

価とリスク管理の過程において必要な措置がとら

れるべきであると規定しています。また、食品安全

委員会は食品安全基本法第２３条第１項７号でリ

スク評価に関するリスクコミュニケーションを行

うとともに、第８号で関係行政機関が行うリスクコ

ミュニケーションの事務の調整を行うことと規定



 

 

 

 

（２）リスクコミュニケーション専門調査会の機能や役割

を整理し、中長期的に政策判断が求められる、また

は関係者の関心が高い重要事項（GMOなど）につい

て、リスクコミュニケーション専門調査会が事前に、リ

スクコミュニケーション全体の進め方や組み立て、方

法・ツール等について、関係者とともに検討するこ

と。 

 

 

 

２．個別具体的事項に関する意見 

（１）リスクコミュニケーションの取り組みについては、意

見交換会に限らず多種多様な取り組みを主体的に

実践し、関係者の理解を推進すること 

（理由） 

リスクコミュニケーションの取り組みは、単に意見交

換会や教育啓発活動を実施するだけではなく、関係

者相互間の信頼性を高める努力なども含まれます。

また、国際的にもリスクコミュニケーションは新しい

取り組みであり、継続的な努力が関係者に求められ

ます。 

報告（案）の今後の課題には、「対象を限定した意

見交換会の実施」等が記載されていますが、それ以

外にもホームページ上での意見交換（ネットミーティ

ング）の実施など多種多様な取り組みを、リスクコミ

ュニケーション専門調査会が、主体的に企画・実施

し、関係者の理解を推進することが重要です。 

 

（２）関係者のリスクコミュニケーション技術向上に向け

ての支援策の検討を報告（案）に明記し、食品安全

委員会の運営計画として具体化を図ること 

（理由） 

内閣府国民生活審議会消費者政策部会は、2006 年

7 月に「消費者基本計画の検証・評価・監視につい

て」をまとめました。この中で「（2）リスクコミュニケー

ションへの消費者の参加促進」として、「消費者の意

見がどのように政策等へ反映されたかについての説

明、情報提供の方法、関係者のリスクコミュニケーシ

ョン技術の向上方策等に関して、府省連携して方針

を策定する」と記載しています。 

されており、政府全体としての総合的なリスクコミ

ュニケーションにおいて中心的な役割を担うこと

が明らかにされています。 

 

（２）リスクコミュニケーション専門調査会は、食品

安全委員会専門調査会運営規程第３条第２項にお

いて、「リスクコミュニケーション専門調査会は、

委員会が行うリスクコミュニケーション及び関係

行政機関が行うリスクコミュニケーションの調整

に関する事項について調査審議する」こととされて

います。また、リスクコミュニケーション専門調査

会における今後の調査審議の内容についても、「食

の安全に関するリスクコミュニケーションの改善

に向けて（案）」を踏まえ、検討してまいります。

 

（１）現在、リスクコミュニケーションの取り組みと

して各種会合、資料の公開、意見交換会の開催、意

見・情報の募集、関係者との意見・情報の交換、ホ

ームページ、電子メール、印刷物等による情報発信、

電話、ファックス、電子メール等による問い合わせ

への対応、食品モニター制度の活用等、様々な取組

を実施しています。「食の安全に関するリスクコミ

ュニケーションの改善に向けて（案）」の「４．改

善の方向性」においても、対象を限定した意見交換

会の実施のほか、メディアトレーニングの実施やフ

ォーカスグループインタビュー等の実施等に取り

組むこととされています。御指摘も踏まえ、意見交

換会に限らず、様々な方法、媒体を使用しながら、

目的にかなったリスクコミュニケーションが実施

されるよう検討をすすめてまいります。 

 

 

（２）今回の「食の安全に関するリスクコミュニケー

ションの改善に向けて（案）」は、内閣府国民生活

審議会消費者政策部会の審議結果も踏まえまとめ

られたものであり、今後、今回の報告に基づいてリ

スクコミュニケーションの推進に努めてまいりま

す。 

食品安全委員会では毎年度運営計画を策定し、適

切な業務の推進に努めているところです。したがっ

て、今回の報告を踏まえたリスクコミュニケーショ

ンの具体的推進策については、平成１９年度食品安

全委員会運営計画に盛り込まれることになります。

 



この内容に関連して、関係省庁や消費者・事業者等

をはじめとする関係者それぞれのコミュニケーション

技術向上に対する支援策について、食品安全委員

会とリスクコミュニケーション専門調査会が、検討の

中心を担うべきと考えます。よって、この旨を報告

（案）に明記し、併せて 2007 年度の食品安全委員会

の運営計画として具体化を図る必要があると考えま

す。 

 

（３）「４．改善の方向性」で示された課題について、「何

をいつまでに」実施するかを明確にした、具体的な実

施計画を作成すること 

（理由） 

報告（案）の「４.改善の方向性」で記載された事項

は、具体的な実施計画を示すまでには至っていませ

ん。リスクコミュニケーションの改善について、今後

の具体化を図るためには、例えば、「中長期的にリス

クコミュニケーションが必要なテーマについて整理す

ること」や「リスクコミュニケーション専門調査会が企

画実施責任者となり、関係者とのリスクコミュニケー

ションを○○年度から実施する」、「企画・立案段階

から関係者の参画の下に意見交換会を運営する」

等、対策毎に達成目標や「何をいつまでに」行うかな

ど、優先順位をつけて具体的に示した実施計画を作

成し、公表する必要があると考えます。 

 

 

（４）リスク評価機関とリスク管理機関におけるリスクコ

ミュニケーションの重要性について、「４.改善の方向

性」に明記し、具体化に向けた検討を実施すること 

（理由） 

報告（案）の「3.リスクコミュニケーション専門調査会

における議論」には、「他の関係者からの信頼を得る

ため、独立性、公平性、透明性を保ちつつ、リスク評

価機関とリスク管理機関での情報交換や調整を行う

必要性も示唆された」と記載されています。 

リスク評価機関（リスク評価者）とリスク管理機関（リ

スク管理者）との間のリスクコミュニケーションは、リ

スクアナリシス（リスク分析）の実施において重要な

要素であるため、報告（案）の「4.改善の方向性」に明

記し、リスクコミュニケーション専門調査会において

具体化に向けた検討が行われる必要があると考え

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）我が国のリスクコミュニケーションは歴史も浅

く発展の途上にあることから、長期計画の課題につ

いては、困難ではありますが、可能な限り計画的に

進めるとともに、計画等については今後とも公開し

ていきます。なお、「食の安全に関するリスクコミ

ュニケーションの改善に向けて（案）」の「４．改

善の方向性」で記載された事項のうち、コミュニケ

ーションツールの開発についてはすでに平成１８

年度から着手しているところであり、メディアカバ

ー調査、フォーカスグループインタビュー等につい

てもリスクコミュニケーション調査事業の一環と

して行っているところです。また、来年度からリス

クコミュニケーターの養成、メディアトレーニング

の実施を行う予定にしています。いずれにせよ、掲

げられた事項は、実行可能で直ちに取り組むべきと

考えられる対策であり、今回の報告を踏まえ確実に

対応してまいります。 

 

（４）リスク評価機関とリスク管理機関におけるリスクコ

ミュニケーションの重要性については御指摘のとおり

です。現在も、継続的に連携し、課長級の関係府省連

絡会議幹事会を毎週開催するとともに、隔週にリスク

コミュニケーション担当者会議を開催し、３府省連携の

意見交換会の開催計画など、政府が進めるリスクコミ

ュニケーションの調整を図ったり、情報の共有に努め

ているところですが、御指摘を踏まえ、「食の安全に

関するリスクコミュニケーションの改善に向けて（案）」

の「４．改善の方向性」（１）の冒頭に「リスク評価機関

とリスク管理機関の連携はもとより、～」を加え、修正

致します。 

 

 

 

 

 



（５）「５.今後検討すべき内容」に「リスク評価機関にお

ける透明性・独立性の確保」を明記し、具体化に向け

た検討を実施すること 

（理由） 

報告（案）の「5.今後検討すべき内容」には、「（2）審

議の経過に関する情報提供のあり方」として、審議

内容等の公開と非公開による比較の検討が記載さ

れていますが、そのための前提として、リスク評価機

関における透明性や公開性が充分確保されることが

重要です。 

このことは、2006年 8月に食品安全委員会が主催し

た「食品の安全に関するリスクコミュニケーション」に

おいて、欧州食品安全機関の担当者から、その重要

性が指摘されると共に、リスク評価を実施する科学

者等の独立性確保の措置など、欧州における実践

例が紹介されています。 

報告（案）の「5.今後検討すべき内容」に「リスク評価

機関における透明性・独立性の確保」を明記し、その

具体化に向けた検討を実施する必要があると考えま

す。 

以上 

（５）食品安全委員会が科学的知見に基づき中立公正

なリスク評価を実施するためには、リスク管理機関

から独立性の確保と、その審議の過程の透明性の確

保が重要であることはご指摘のとおりです。 

御意見を踏まえ、「５．今後検討すべき内容」の

タイトル「（２）審議の経過に関する情報提供のあ

り方」を、「（２）審議の経過に関する透明性の確保

と情報提供のあり方」に修正するとともに、本文を

「リスク評価機関における透明性・独立性の確保の

観点を踏まえ、審議と詳細な議事録を公開すること

～」と修正いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２ この（案）は、余りにも抽象化し過ぎる感があります。

そのため、平成１６年７月の「食の安全に関するリスク

コミュニケーションの現状と課題」のその課題の解決に

向けての分析や検討内容や議論が分かりにくいものと

なっていると思います。 

また、「食品安全リスク分析―第一部―概観および

枠組みマニュアルー暫定版」と同じような教科書的な内

容と表現になっている感がします。 

 この原因は「リスクコミュニケーションの評価」を専門

調査会の議論の前提に置かないために起こったことか

もしれず、どうしても抽象化されたものにならざるを得

なかったのではないでしょうか。 

「そのリスク情報がリスクコミュニケーションとして、

現時点で成果を挙げているかどうか」を評価する仕組

み、体制を作ることが必要かつ重要ではないでしょう

か。 

「マニュアル暫定版など」は、そのための目標作りと

分析の役に立つ視点を提供しています。既に、「メチル

水銀」「鳥インフルエンザ」等々では具体的にリスク評

価・リスク管理そして、リスクコミュニケーションされてお

ります。 

折角ですから、これらの経過や結果を広く深く比較、

評価・分析した結果を発表して欲しいものです。そこか

ら教訓やノウハウ、反省を得てリスコミの改善に大いに

役立てられるレポートができると思います。 

ところで、「リスク情報は将来の災害を抑えるためのも

ので、現時点では安心よりも不安をもたらしやすいとい

う本質」を内蔵していると思います。そのために、リスク

コミュニケーションにおいては、科学的側面と感情的側

面の両面対処が重要なことと各種レポートやマニュア

ルで言われていると思います。 

今回の（案）では、抽象化されているとは言え、感情面

の改善策の言及が非常に少ないのが気になります。 

リスクコミュニケーションにおける感情面対処の研究は

環境問題でも重要な側面であり、この方面の研究が社

会心理学としてその成果も発表されていると仄聞しま

す。 

食の安全のリスクコミュニケーションの改善のため

に、社会心理学等の専門家の知恵も取り入れること

を検討するのも必要ではないでしょうか。 

 

 

 

 

「食の安全に関するリスクコミュニケーションの改

善に向けて（案）」では、これまで実施したリスクコ

ミュニケーションの取組みについて、状況を整理し、

リスクコミュニケーション専門調査会での議論をも

とに、改善の方向性をとりまとめたものです。 

リスクコミュニケーションの評価については、

「食の安全に関するリスクコミュニケーションの

改善に向けて（案）」の「４．改善の方向性」の（２）

③ウに示したとおり、リスクコミュニケーションの

評価手法の開発を行うこととしているほか、「５．

今後検討すべき内容」の（１）としてリスクコミュ

ニケーションの検証を挙げているところです。 

  また、ご指摘のとおり、リスクコミュニケーショ

ンにおいては、社会心理学の知見も活用した審議も

重要と考えており、リスクコミュニケーション専門

調査会においても、社会心理学の専門家が専門委員

に任命されているところです。 

 



３ ２００１年に国内初のＢＳＥ患畜が見出された混乱の

後、「ＢＳＥ問題に関する調査検討委員会」の議論に基

づき、それまでの産業重視・消費者軽視の行政のあり

方を反省し、食品の安全システムとしてリスクアナリシ

スの制度は導入されました。そして設置された貴委員

会とリスク管理機関の働きに、当生協も大いに期待を

していたところです。 

 しかし、貴委員会並びにリスク管理機関のこの間のリ

スクコミュニケーションでは、消費者に対して「説明す

る」ことのみに終始しており、消費者の声を聞くという姿

勢が感じられませんでした。リスクアナリシスの重要な

柱であるリスクコミュニケーションは、関係者に議論の

経過や結果を説明するのみならず、その意見を聞いて

汲み取るところに大きな意義があります。 

報告案では、「意見・情報の交換の双方向性」としてご

く簡単にしか触れていませんが、消費者の生活実感や

実態に基づく意見を尊重し、リスクコミュニケーションの

議論を施策に反映できているのか、という点の検証を

強く要望します。 

 報告案に述べられているように、消費者は科学的な

知識、情報が不足している状態にあり、部分的には誤

解もあります。特に、"情報弱者"と呼ばれる高齢者や

若者などに、必要な情報や正確な認識が届かず、ダイ

エット食品などによる健康被害やマスコミに振り回され

る食生活が現実となって表れています。行政の施策と

して、消費者団体などの助けも借りて、これを改善する

努力も必要です。ただし、消費者に情報が不足してい

ることが、リスクコミュニケーションで消費者の意見を聞

かなくてよい理由にならないことは言うまでもありませ

ん。こうした点に鑑み、当生協としては、以下の意見を

申し上げます。 

（１）「関係者間の情報基盤の共有」について 

①意見交換会と情報提供について 

 意見交換会の実施については、更なる充実を求めま

す。 

意見交換会などでの意見のすれ違いの原因のひと

つに、消費者、業界、行政の有する情報・認識の違

いがあると考えられます。多くの関係者に情報を伝

えるために内容をわかりやすくする一方で、意見交

換を内容あるものとするために、詳しい情報を提供

することも必要と考えます。情報の内容も、見解が一

定していないものについて偏った情報を提供するこ

とのないよう、配慮が必要です。 

 貴委員会主催の意見交換会などで、リスク管理に関

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 意見交換会における情報提供については、わかり

やすい資料の提供に努めるとともに、中立公正な情

報提供に努めているところですが、ご指摘も踏ま

え、今後とも意見交換会の充実に努めてまいりま

す。 

また、食品安全委員会はリスク管理機関から独立

してリスク評価を行う機関ですが、意見交換会につ

いては、必要に応じ食品安全委員会とリスク管理機

関が共催で行ったり、共催でないものについても相

互に出席しあう等、連携して行っているところで

す。 

 



わる意見が出ることを指摘していらっしゃいますが、

意見交換会はリスク管理機関と共催して、両方の意

見が聞けるようにしてください。 

 

②リスクコミュニケーターについて 

リスクコミュニケーターの養成はよいと思いますが、

行政の情報や結論を説明するだけではなく、本来の

リスクコミュニケーションの意義を理解し、中立的な

立場から各層の意見を聞くことができる人を養成す

るのでなければ、意味がありません。そのことを踏ま

えることを要請します。 

関係者間の意見の調整については、コミュニケータ

ーでなく、行政が主体的に関わって進めるべき業務

だと思いますので、必要に応じてリスクコミュニケー

ションの部局を増強してください。 

 

 

 

 

（２） 「意見・情報交換の双方向性の確保」について 

①意見等の反映について 

ＢＳＥの管理措置や米国産牛肉輸入再開をめぐるリ

スクコミュニケーションでも、多くの消費者から出され

た意見について、貴委員会は「管理の問題」として取

り合わない一方で、リスク管理機関は「科学的評価

に基づいて進める」と言って取り上げませんでした。

リスク評価に関わる意見についても、ほとんどは専

門調査会で議論もされないままに終わっています。

消費者の意見が反映されず、こうした「結論先にあり

き」の進め方は、消費者に強い不信感を残していま

す。 

  貴委員会とリスク管理機関の双方について、意見

の反映が図られたか否かを具体的に検証してくださ

い。さまざまな意見が出るのは当然のことですが、ど

のような立場の意見を重視すべきか、「ＢＳＥ問題に

関する調査検討委員会」の議論とリスクアナリシス

制度導入の初心に立ち戻って考えていただくよう、

強く要望します。 

 

②意見交換と認識の共有化の場について 

  この間の意見交換では参加者の発言はそれぞれ一

方的で、平行線になっています。限界はあるにせ

よ、お互いの立場を尊重し、意見を聞き合い、共有

化できる認識は共有化する、対話の場こそ持つべき

 

 

 

 

②リスクコミュニケーターについては、「食の安全に

関するリスクコミュニケーションの改善に向けて

（案）」４．改善の方向性（２）ウに示したとおり、

「食品のリスクに対する他の関係者の立場や発想、

考え方を理解し十分な意思疎通を図ることができ

る消費者、事業者、専門家等各関係者間のリスクコ

ミュニケーションを支援・仲介できる能力を有する

人」を養成することとしています。また、行政のリ

スクコミュニケーションに関わる人員の増強につ

いては、リスクコミュニケーションに対する社会か

らの要請に応えられるよう、リスクコミュニケーシ

ョンの方法の検討と合わせ、限りある人員、予算の

中で、優先順位の明確化、効率化を行いつつ、より

有効な対応に努めてまいります。 

 

 

①意見・情報の募集に対して提出された意見・情報に

ついては、一つ一つ内容を検討し、評価書案の作成

に当たり検討されていない新たな科学的知見等を

内容とするものについては、専門委員の意見を踏ま

え、委員会での審議を行い必要に応じ評価書等に反

映しています。しかしながら、意見・情報がどのよ

うに議論、反映されたのかわかりにくいとの指摘が

あることから、「食の安全に関するリスクコミュニ

ケーションの改善に向けて（案）」の４．改善の方

向性（２）②アにも示したとおり、意見・情報の募

集に係る検討経過の周知と反映について、リスク評

価とリスク管理の役割を認識しつつ、情報提供を行

ってまいります。 

意見交換会で出された意見等についても同様と

考えています。 

 

 

 

 

②意見交換会の開催については、「食の安全に関する

リスクコミュニケーションの改善に向けて（案）」

４．改善の方向性（２）①アに示すとおり、開催目

的、情報の質や量、関係者の関心などに合わせ、地

域、対象、参加人数を絞った形のきめの細かい意見



と考えますので、会の運営方法を工夫するなど、具

体的な改善に取り組んでください。 

（３） 「意見・情報交換の効率の向上」について 

①メディアへの情報提供について 

  この間、貴委員会の検討内容について意図的にリ

ークしたとしか思えない報道が何回かありました。過

去の事例を検証し、情報の受け手に誤った印象を与

えないよう、注意するよう、要請します。 

偏った健康情報がテレビ番組等によって流され、真

に受けた消費者が健康被害を受けるような事例が

発生しています。報道の自由を尊重しつつも、報道

によって発生する事態にたいして十分な配慮をする

よう、報道関係者に対するリスクコミュニケーション

教育に取り組んでください。 

報道機関に情報を提供する際、さまざまな意見があ

る内容を、一方に偏った内容で情報提供して結論を

誘導することのないよう、特に留意してください。 

②「会合、資料の公開」について 

  行政が進める施策の議論、情報については、極力

公開をすべきであり、リスクコミュニケーションはその

精神で進められてきたはずです。委員は公職にあっ

て、自らの言動に責任を持つべきであり、公開の議

論は当然のことです。 

審議を非公開とすることには反対です。 

貴委員会での審議に用いられる資料の一部が著作

権や企業秘密を理由に非公開となっていることに関

しては、極力解消されるべきと考えます。著作権に

ついては、著作権者と調整して、公開に努めてくださ

い。どうしても著作権上公開できない資料と外国語

の資料については、事務局が抄録を作成して公開し

てください。企業秘密を理由に非公開とする場合は

諮問を受け付けないなど、透明性の高い運営を目指

してください。 

交換会などの開催方法を検討することとしていま

す。 

 

①国民の皆様の食の安全に関する情報源としてメデ

ィアの影響は大きいと認識しています。食品安全委

員会では、マスメディアに対し、適宜プレスリリー

スを行う等、積極的に情報提供を行うとともに、メ

ディア関係者との懇談会等を定期的に開催し、情報

の共有化、双方向性の確保に努めています。また、

メディアの報道に対しては、「食の安全に関するリ

スクコミュニケーションの改善に向けて（案）」４．

改善の方向性（２）②に示したとおり、マスメディ

ア報道とその影響の分析を行うこととしています。

 

 

 

 

②食品安全委員会の審議は現在原則として公開で行

われており、食品安全委員会の審議と結果について

透明性の確保が重要であることはご指摘の通りで

す。同時に、「食の安全に関するリスクコミュニケ

ーションの改善に向けて（案）」の「３．平成１５

年７月以降の国によるリスクコミュニケーション

の実施状況と課題」（１）に示すような指摘もある

ことから、「食の安全に関するリスクコミュニケー

ションの改善に向けて（案）」の「５．今後検討す

べき内容」（２）に示すとおり、審議の経過に関す

る情報提供のあり方について原則公開、透明性の確

保という観点にたった上で、より有意義な議論がさ

れるよう、各方面の皆様のご意見を伺いながら、審

議の形式、結果の公表のありかたについて検討する

必要があると考えています。 

 

 

４ １．全体的意見 

食の安全に関するリスクコミュニケーションは、食品

安全基本法にある「リスク分析」手法の大きな位置づ

けになっています。そういう意味では、リスクコミュニ

ケーションは各段階で大枠では従来よりは、すすん

だと考えてよいと思います。 

  しかし、BSE の国内対策の変更や米国産牛肉の輸

入再開に関するパブリックコメントや意見交換会など

でのリスクコミュニケーションは、消費者にとっては

非常に納得のいかないものでした。リスク評価機関

リスク評価やリスク管理の各段階においてリスク

コミュニケーションが重要であることは御指摘のと

おりです。 

今後、「食の安全に関するリスクコミュニケーショ

ンの改善に向けて（案）」を基にリスクコミュニケー

ションの更なる推進を図ってまいります。 

また、リスクコミュニケーションに関しては、食品

安全委員会とリスク管理機関が相互に連携して意見

交換会等を行ってきたところですが、「食の安全に関

するリスクコミュニケーションの改善に向けて（案）」



である食品安全委員会とリスク管理機関である農林

水産省・厚生労働省との関係やそれぞれが行った消

費者等とのリスクコミュニケーションはわかりにくく、

消費者等の意見の対応が評価機関や管理機関にお

いてお互いにおしつけあっているようにも見えていま

す。そして、充分な情報が得られない段階で消費者

自身が判断すべきとの言及もあり、消費者の混乱を

招いたと思います。 

  また、食品安全委員会自身と専門調査会や関連部

局との内部リスクコミュニケーションが充分でないよ

うにも思われます。 

さらに、2005 年に食育基本法が成立してから「食の

安全」がややもすると後景においやられている感じ

がし、よって「食の安全に関するリスクコミュニケーシ

ョン」も停滞しているように考えられます。食品安全

基本法にたちかえり、あらゆる段階でのリスクコミュ

ニケーションが更にすすめられなければなりませ

ん。 

 今回の「食の安全に関するリスクコミュニケーション

の改善に向けて（案）」の改善の目標が確実に実施

されることを期待します。 

 

 

２．個別的意見 

（１）情報の発信・伝達・共有について 

 リスクコミュニケーションの前提は、関係者がどれだ

け適格な情報を発信し、それが充分理解され、共有

できるかだと思います。 

 現在、一般の消費者は、適格な情報を得て、共有化

できる状況にはありません。正確で、わかりやすい

情報が、得られない状況では、科学的で様々な観点

からの判断は出来ない中でめまぐるしく変る食の安

全に対応するのは困難です。特に最近は、インター

ネットなどからの情報がかなりの情報として与えられ

他はメディアから得ることが大部分です。いわゆるＩＴ

弱者とよばれる人にとっては、インターネットからの

情報は、別の世界の話で、ＩＴ弱者でない人にとって

も、相当な知識と時間がないと情報は、適格に得ら

れません。よって、現在のメディアからの情報がほと

んどといってよい状況にあり、メディアによっては、発

信された内容と流した内容が不正確であったり、推

測であったりすることが多くあるように思います。 

 情報を発信する側とメディアとの充分なコミュニケー

ションがはかられるようにするのが必要です。また、

の４．改善の方向性（２）②アにも示したとおり、意

見・情報の募集に係る検討経過の周知と反映につい

て、リスク評価とリスク管理の役割を認識しつつ、情

報提供を行ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）国民の皆様の食の安全に関する情報源としてメ

ディアの影響は大きいと認識しています。食品安全

委員会では、マスメディアに対し、適宜プレスリリ

ースを行う等、積極的に情報提供を行うとともに、

メディア関係者との懇談会等を定期的に開催し、情

報の共有化、双方向性の確保に努めています。また、

メディアの報道に対しては、「食の安全に関するリ

スクコミュニケーションの改善に向けて（案）」４．

改善の方向性（２）②イに示したとおり、メディア

カバー調査を実施し、マスメディア報道とその影響

の分析を行うこととしています。 

  また、ホームページのほか季刊紙やパンフレッ

ト、リーフレット等により、より多くの方に、迅速

に正確な情報発信ができるよう努めているところ

です。 

このほか、「食の安全に関するリスクコミュニケ

ーションの改善に向けて（案）」の４．改善の方向

性（２）①イに示したとおり、平易かつ正確性を失

わない資料の作成に努めていくこととしています。

 



どの受け手にも分かりやすい方法によって情報は伝

達されるべきだと考えます。 

（２）パブリックコメント等の意見・情報の募集と意見交

換会等について 

   意見・情報の募集が様々に行われ、当団体でも、

意見提出を行っています。この意見反映がどうされ

たのかが、わかりにくく、「個別の意見への回答はし

ない」と断っていますが、全体の状況はどうだった

か、募集した内容にどう反映されたのかが知りたい

と思います。また何回も意見を提出しても募集にあ

たった「案」が相当に変化したことは、なかったように

思います。そのことは意見を言っても変わらないの

だからという感じさえもってしまいます。 

食品安全委員会や農林水産省・厚生労働省が開催

する意見交換会や説明会等にも何回か当団体とし

ても参加しています。その際最も感じられるのは意

見交換会で出される意見が結局は最初の「案に」反

映されているのか分からないということです。コミュ

ニケーションは相互に理解し、たとえ意見の食い違

いがあったとしても結局は納得することができること

が必要ですが、いつも納得いかないまま終るという

ことがあります。 

  説明会と称する会議では、一方的な説明で意見や

疑問への対応も不十分なことが多いと思います。 

  また、意見交換会や説明会は、全国各地で行われ

るといっても多くて、１０数カ所で、私どものような地

方都市では、ほとんど開催されません。当団体の少

ない財政の中から交通費の負担をしながら、思うこ

とは、本当に消費者等関係者の声をすいあげようと

するなら、この辺の改善は是非行ってほしいもので

す。 

  こうしたことを考えると１つの課題に関しては充分な

時間をとる必要があり、意見の違いが大きいものは

結論を急がず、すすめるべきだと考えます。 

 

（３）各種の会合・資料の公開について 

 食品安全委員会等の各種会合は現在原則として、公

開されていますが、今後の課題のところでは、審議

と詳細な議事録を公開することのメリット、デメリット

を考え審議の一部を非公開で行うことを検討しては

どうかという指摘があったとされています。 

 たくさんの議事録や資料をホームページ等で公開し

ても、一般の消費者には、有用でないこともあります

し、そもそも、手に入れることが、出来ないことのほう

 

 

（２）意見・情報の募集に対して提出された意見・情

報については、一つ一つ内容を検討し、評価書案の

作成に当たり検討されていない新たな科学的知見

等を内容とするものについては、専門委員の意見を

踏まえ、委員会で審議を行い必要に応じ評価書等に

反映しています。しかしながら、意見・情報がどの

ように議論、反映されたのかわかりにくいとの指摘

があることから、「食の安全に関するリスクコミュ

ニケーションの改善に向けて（案）」の４．改善の

方向性（２）②アにも示したとおり、意見・情報の

募集に係る検討経過の周知と反映について、リスク

評価とリスク管理の役割を認識しつつ、情報提供を

行ってまいります。 

また、意見交換会の開催については、地域バラン

スも考慮しつつ、必要に応じ全国の主要都市で開催

しているところですが、会場や予算の制約があるこ

とは御理解いただければと思います。なお、「食の

安全に関するリスクコミュニケーションの改善に

向けて（案）」４．改善の方向性（２）①アに示す

とおり、今後は開催目的、情報の質や量、関係者の

関心などに会わせ、地域、対象、参加人数を絞った

形のきめの細かい意見交換会などの開催方法を検

討することとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）審議については、「食の安全に関するリスク 

ミュニケーションの改善に向けて（案）」の「４．

改善の方向性」（２）①エに示すとおり、単に議事

録を掲載するだけでなく、議論の要点やまとめをわ

かりやすく提供する努力が必要と考えており、ま

た、食品安全委員会ではホームページのほか季刊誌

等によりリスク評価の審議の過程や経過のわかり

やすい情報提供に努めているところです。 

さらに、「食の安全に関するリスクコミュニケー



がよほど問題です。もっとだれもが、得やすい方法を

まず考えることが重要です。 

 このことが、解決される段階で、公開・非公開を考え

るべきですが、それでは、公開・非公開を決めるの

はどこか、どのようにわかりやすくまとめるのはどこ

かということが問題になると思います。公平性、透明

性を保つためにも明らかにすべきです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）コミュニケーションの手法と効果的なリスクコミュニ

ケーションについて 

 食の安全に関するリスクコミュニケーションは、行政、

消費者、事業者、生産者などすべての関係者が正し

くリスクを認知して、他の関係者の立場、考え方を理

解し、方向性を一致させていくことが必要です。 

 そのため、現行のコミュニケーションの手法をもっと

発展的に改善していく必要があります。またコミュニ

ケーターの養成や関係者の理解・判断力を高める学

習やマスコミ報道などに対する発信者側の改善、マ

スコミ自身の正確な報道、受け手としての特に消費

者能力向上のために、具体策が講じられるように求

めます。 

 最終的には、関係者の信頼関係が築かれることが重

要で、少なくとも現在のように、消費者が「何を言って

も変わらない」というような状況をなくしていくことが

重要なことだと思います。                  

以上 

ションの改善に向けて（案）」の「３．平成１５年

７月以降の国によるリスクコミュニケーションの

実施状況と課題」（１）に示すような指摘もあるこ

とから、「食の安全に関するリスクコミュニケーシ

ョンの改善に向けて（案）」の「５．今後検討すべ

き内容」（２）に示すとおり、審議の経過に関する

情報提供のあり方について原則公開、透明性の確保

という観点にたった上で、より有意義な議論がされ

るよう、各方面の皆様のご意見を伺いながら、審議

の形式、結果の公表のありかたについて検討する必

要があると考えています。 

 平成１８年６月からは、食品安全委員会、専門調

査会、意見交換会の結果概要についてメールマガジ

ンを配信し、ホームページにも掲載しているところ

です。 

 

（４）「食の安全に関するリスクコミュニケーション

の改善に向けて（案）」４．改善の方向性（２）①

アに示すとおり、意見交換会については、開催目的、

情報の質や量、関係者の関心などに会わせ、地域、

対象、参加人数を絞った形のきめの細かい開催方法

を検討することとしているほか、（２）③イに示す

とおり、フォーカスグループインタビュー等の新た

な手法についても検討することとしています。ま

た、対象を絞り平易かつ正確性を失わない資料の作

成に努めるとともに、４．改善の方向性（２）ウに

示したとおり、「食品のリスクに対する他の関係者

の立場や発想、考え方を理解し十分な意思疎通を図

ることができる消費者、事業者、専門家等各関係者

間のリスクコミュニケーションを支援・仲介できる

能力を有する人」を養成することとしています。さ

らに、メディアの報道に対しては、「食の安全に関

するリスクコミュニケーションの改善に向けて

（案）」４．改善の方向性（２）②イに示したとお

り、マスメディア報道とその影響の分析を実施する

こととしています。リスクコミュニケーションの方

法の検討と合わせ、限りある人員、予算の中で、優

先順位の明確化、効率化を行いつつ、より有効な対

応に努めてまいります。 

 



５ 貴委員会におかれましては食品安全の確保に向け

て努力しておられることに敬意を表します。標記「食品

の安全に関するリスクコミュニケーションの改善に向け

て（案）」に関する意見を述べます. 

記 

１．リスク管理におけるリスクコミュニケーションについ

て 

米国産牛肉の輸入再開問題において、リスクコミュ

ニケーションの観点からいくつかの問題点が浮かび

あがりました。プリオン専門調査会においては諮問

内容の妥当性が問われましたが、リスクコミュニケー

ションは、リスク評価にとどまらず、諮問内容の決定

などリスク管理措置に関しても行われる必要があり

ます。 

農林水産省と厚生労働省の名義で公表されている

「食品の安全性に関するリスク管理の標準手順書」

（２００５年８月）においては、リスク管理の初期作業

に位置づけられる「優先度リスト」やリスク評価を依

頼するさいの「リスクアセスメントポリシー」の作成、

「リスク管理措置の案」の作成などでリスクコミュニケ

ーションが行われることになっていますが、現実の

米国産牛肉の輸入再開問題ではそのように実施さ

れませんでした。 

そこで食品安全委員会におかれては、この「標準手

順書」に対するレビューおよびそこでのリスクコミュニ

ケーションの実施に関する見解をまとめ、さらにリス

ク管理のどの段階においてどのようなリスクコミュニ

ケーションの機会をつくるべきかを明らかにしたリス

ク管理者向けの手引書を作成すべきです。 

２．意見に対する応答 

標記案では「意見・情報の募集時や意見交換会の際

に出された意見が、どのように検討・反映されていく

のか、その過程が不透明ではないか」（７ページ）と

いう指摘が紹介されています。まさにこの点は、リス

クコミュニケーションの推進にとって重要な論点で

す。意見の中には、もちろん根拠のないもの、誤解

にもとづくもの、合理性に著しく欠けるものなどもあ

るでしょうが、できるだけ丹念に応答していくことが求

められます。その具体的な取扱いの基準と方法を明

らかにする必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．リスク評価やリスク管理の各段階においてリスク

コミュニケーションが重要であることは御指摘の

とおりです。御意見をふまえ、リスク分析の全過程

をとおして、有効なリスクコミュニケーションが行

われるよう、引き続きリスクコミュニケーション専

門調査会において検討をしてまいります。なお、農

林水産省及び厚生労働省におけるリスクコミュニ

ケーションについては第一義的に両省において検

討されるものと考えますが、リスク評価機関として

もリスクコミュニケーションの推進のため相互に

連携してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．意見・情報の募集に対して提出された意見・情報

については、一つ一つ内容を検討し、評価書案の作

成に当たり検討されていない新たな科学的知見等

を内容とするものについては、専門委員の意見を踏

まえ、委員会での審議を行い必要に応じ評価書等に

反映しています。しかしながら、意見・情報がどの

ように議論、反映されたのかわかりにくいとの指摘

があることから、「食の安全に関するリスクコミュ

ニケーションの改善に向けて（案）」の４．改善の

方向性（２）②アにも示したとおり、意見・情報の

募集に係る検討経過の周知と反映について、リスク

評価とリスク管理の役割を認識しつつ、情報提供を

行ってまいります。 

 

 



３．意見交換会の持ち方について 

大規模な意見交換会については、「地域、対象、参

加人数を絞った形のきめの細かい意見交換会など

の開催方法を検討する必要がある」（１９ページ）とし

ています。この点については賛成しますが、きめの

細かい意見交換会は単発ではなく、時間をかけたプ

ロセスによって参加者の認識の深化をつくり出すこと

が重要です。また、それは大規模な意見交換会の前

段に企画されるべきであると考えます。 

 

 

 

 

 

 

 

４．審議の非公開措置について 

今後検討すべき内容において、専門調査会などの

審議を公開しない場合のデメリットをあげています

が、非公開については原則的に公開することを基本

として、個人情報や知的財産の保護などやむを得な

い理由があるときに限定すべきです。そのさい、ど

のような具体的なケースの場合に非公開にするかと

いう取扱いルールを明らかにすべきであると考えま

す。 

 

５．リスクコミュニケーション情報の集約機関の設置に

ついて 

リスクコミュニケーションは食品安全委員会だけでは

なく、国においては農水省・厚労省などが実施し、地

方自治体においても実施されています。さらに、民間

の企業・諸団体の取り組みもあります。このような多

様かつ多元的な実施状況は大いに歓迎されます

が、同時に、これらの情報（テーマや意見の概要な

ど）を一元的に集約して、だれもが簡単にアクセスで

きるような情報集約機関があると大変便利です。こ

のようなサービス機関は、より効率的なリスクコミュ

ニケーションを実現していくことにも寄与すると考え

ます。 

以上 

３．意見交換会の開催方法につきましては、「食の安

全に関するリスクコミュニケーションの改善に向け

て（案）」４．改善の方向性（２）①アに示すとおり、

意見交換会については、開催目的、情報の質や量、関

係者の関心などに合わせ、地域、対象、参加人数を絞

った形のきめの細かい開催方法を検討することとし

ています。また、リスクコミュニケーション実施の背

景情報を得るために、４．改善の方向性（２）③イに

示すとおり、フォーカスグループインタビューの導入

についても検討することとしています。さらに、従来

の意見交換会についても、パネルディスカッションの

活用等も含め充実を図っていくこととしているほか、

意見交換会に限らず、さまざまな方法、媒体を使用し

ながら、目的にかなったリスクコミュニケーションが

実施されるよう検討をすすめてまいります。 

 

４．審議の公開のあり方につきましては「食の安全に

関するリスクコミュニケーションの改善に向けて

（案）」５．（２）に示すとおり、審議の経過に関す

る情報提供のあり方については、原則公開、透明性

の確保という認識にたった上で、より有意義な議論

がされるよう、各方面の皆様のご意見を伺いなが

ら、審議の形式、結果の公表のありかたについて検

討する必要があると考えています。 

 

 

５．リスクコミュニケーションにつきましては、これ

までも、関係省庁、地方公共団体、業界・消費者団

体と協力し、ホームページのリンクの充実による情

報提供を実施してきたところです。今後とも、国民

の皆様をはじめ、関係各方面の方々と協力し、ご意

見にあるような情報（テーマや意見の概要など）を一

元的に集約して、だれもが簡単にアクセスできるよう

な情報集約のあり方も含め、効率的な情報提供の在

り方について検討してまいります。 

 

 

 



６ BSE 問題をきっかけに、それまでの農林水産省、厚

生労働省の産業振興を中心とした政策は、消費者の安

全重視へと改善されることになりました。また、リスク分

析の手法が導入され、リスク評価とリスク管理の機能

的分離、リスクコミュニケーションの必要性が言われる

ようになりました。この中で食品安全委員会が２００４年

７月にスタートし、その中にリスクコミュニケーション専

門調査会も設置されました。今回の「食の安全に関す

るリスクコミュニケーションの改善に向けて（案）（以下

「報告書（案）」と称する）」は、この専門調査会の活動

の一定の成果であり問題点を指摘しています。しかし、

米国産牛肉の輸入再々開、遺伝子組み換え食品の市

場化、食品添加物や健康食品の承認拡大などに見ら

れるように、食品安全行政の実際の施策を通して、私

たち消費者団体としては、以下のように十分なリスクコ

ミュニケーションは日本において定着していないと考え

ています。真のリスクコミュニケーションの実現を希望

し、以下の意見を申し上げます。 

記 

「報告書（案）」の第４章「改善の方向性」において①

「関係者間の情報基盤の共有の向上」②「情報・意見の

交換の双方向性の向上」③「情報・意見の交換の効率

の向上」が掲げられています。 

①について「さまざまなレベルで多様な意見交換を行う

ことの必要性」が指摘されています。また、「コミュニ

ケーション・ツールの開発」、「コミュニケーターの養

成の必要性」も指摘されていますが、私たちは「情報

の幅広さ」を担保する必要性があると考えます。ハ

ザードおよびリスクに関する情報をめぐっては、メデ

ィアリテラシー、リスクリテラシーの必要性を主張す

る向きもありますが、日本においては、情報は食品

産業やそれに利害を有する研究開発者の情報が中

心であり、科学的にみて未だ不確実な情報や非意図

的な結果をもたらす可能性についての情報などは軽

視されていると思います。当該の問題に批判的な研

究者の情報を関係者間で共有することがまず行わ

れなければなりません。 

②について「報告書（案）」では「パネル討論の活用」な

どが指摘されています。しかし、この間 BSE 問題で

明確になったように、食品安全委員会の開催したリ

スクコミュニケーションが、結果的には食品安全委員

会の一方的な情報提供にとどまり、科学的論争を十

分に行わず、特に消費者の意見を反映してこなかっ

たことが問題であると考えます。「双方向性」が保証

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①リスク評価の際には国内外の学会で認められた論

文等を中心に議論を進めておりますが、さらに、意

見・情報の募集を含め、各方面のより多くの皆様か

ら情報の提供のお願いをしているところです。リス

クコミュニケーションの過程においても、これまで

同様、皆様からのご意見、情報をふまえて進めてま

いります。 

また、食品安全委員会では、情報化システムを活

用し、国内外の情報の収集に努めるとともに、その

ホームページ等による積極的な情報提供を行って

いるところです。 

 

 

 

②リスクコミュニケーションには、双方向性の確保が

重要であることはご指摘の通りです。 

「食の安全に関するリスクコミュニケーションの改

善に向けて（案）」４．改善の方向性（１）におい

ては、現行のリスクコミュニケーションを改善する

ための目標として、意見・情報の交換の双方向性を

より向上させることを明記しているところです。 



されなければ、リスクコミュニケーションの意味はな

いことを銘記すべきです。 

 

③について「行政機関の職員の訓練の実施」「少人数

での意見交換（フォーカスグループインタビュー）」

「リスクコミュニケーションの評価手法の開発」が取り

上げられています。行政機関の職員の訓練は実施

すべきであると思いますが、消費者のサイレントマジ

ョリティの意見の吸い上げを強調する考え方には危

惧を覚えます。ここにおいても情報の内容と政策の

透明性が確保され、政策誘導に陥らないようにする

必要があります。 

（２）リスクコミュニケーションはリスク評価機関たる食品

安全委員会と、リスク管理機関との間でも必要であ

ることは言うまでもありません。しかし、食品安全委

員会が独立性を維持し、厚生労働省や農林水産省

との関係においては、食の安全を確保する視点に立

ちこれら管理機関にはっきりと勧告することも必要で

す。リスク分析を標榜するのであればこの点を改善

し、食品安全委員会は食品安全行政のリーダーシッ

プをとっていただきたいと思います。 

以上 

 

 

 

③「食の安全に関するリスクコミュニケーションの改

善に向けて（案）」４．改善の方向性③については、

フォーカスグループインタビューについては、意見

交換会の前段に背景情報を得るために導入を検討

することとしているものですが、これを踏まえ、新

たに開催目的、情報の質や量、関係者の関心などに

合わせ、地域、対象、参加人数を絞った形のきめの

細かい意見交換会の開催方法などを検討すること

としています。なお、リスクコミュニケーションの

過程においては、透明性が確保されなければならな

いと考えています。 

（２）食品安全委員会が科学的知見に基づき、客観的

かつ中立公正にリスク評価を実施するためには、独

立性の確保が重要であることはご指摘の通りです。

また、食品安全委員会は、リスク評価の結果に基

づき講じられる施策の実施状況を監視し、必要があ

ると認めるときは内閣総理大臣を通じて関係各大

臣に勧告する機能を持っていることも御指摘のと

おりです。食品安全委員会は、施策の実施状況につ

いて定期的に調査を行うとともに、必要に応じリス

ク管理機関から適宜報告を受けるなどしてその責

務を果たしてまいります。 

 

 

 

７ 食品安全委員会がモニター等に対して行う「食の安

全性に関する意識調査」の設問形式について、遺伝子

組換え食品を農薬、有害微生物、汚染物質と同列に並

べて、「不安に思いますか？」と問いかけるのはいい加

減やめにしてください。 

今、世界中で商品化されている組換え食品はすべて

安全が証明されたものです。 

食品安全委員会の質問は、組換え食品に対して、一

般人の不安・危険を誘導しているように思います。 

食品安全モニター課題報告「食の安全性に関する意

識等について」は、食品の安全性に係る危害要因等に

ついて消費者の意識やその変化を把握するために毎

年度同じ設問で行っているものです。また、遺伝子組

換え食品に限らず、農薬、汚染物質等、食品安全委員

会における安全性評価については、季刊紙、意見交換

会等で、情報提供に努めてきたところです。 

今後とも、食品の安全性について、正しい知識の普及

と、ご理解をいただけるよう、リスクコミュニケーシ

ョンに努めてまいります。 

 

８ 当社は放電加工機・ナノ加工機およびその制御装置

のトップメーカーで、日本の「ものづくり」産業の根幹と

なる要素技術に携わるメーカーとして、生産管理・品質

管理で培ったノウハウを、食の安全に活かせると考

え、企業の社会的責任の一環で、対象技術の開発を支

情報提供ありがとうございました。 

 

 



援しています。 

その中で「食品トレーサビリティシステムにおける相

互運用性」の開発の技術支援も行っていますが、この

度まとまった、その調査報告書の中身が、今回の情報

募集に合致し、かつ食の安全に役立つものと思いまし

たので、報告書一式を提供いたします。 

９ はじめに 

 食品安全基本法が 2003 年制定されて３年が経過

しました。この間、新しい制度設計に取り組まれた関係

者の皆さんのご苦労はたいへんであったと推察しま

す。特にリスクアナリシスという言葉する一般化してい

ないなかで、これは、ＢＳＥ問題を契機に急遽制定され

た食品安全基本法と食品安全委員会の目玉そのもの

となっていった経過があり、特に私たち消費者団体は、

食べる側の利益・意見を代表する消費者代表として消

費者団体から委員を任命し、国・行政機関から独立し

た機関運営をしていただきたいと要望してきましたがか

なわなかったという経過もあり、その後の運用を注視

することとなりました。またその間直接の契機となった

ＢＳＥ問題は、問題として更なる拡大を続けてきていま

す。また、一向に収まらないばかりか増え続ける食の

安全性に関する不安材料があります。違反事件や事

故の頻発、Ｏ１５７や鳥インフルエンザなど新たな問題

に対して、では、リスクアナリシスの制度は日本でどの

ように機能してきているか、不備はないのか、問題点、

改善すべき方向等々、評価するとともにさらに検討して

いかなければならないという意見が相当数私たちの周

りで出されるようになってきています。 

こうしたなかで今回リスクコミュニケーションの改善

に向けての研究報告が出され、パブリックコメントに付

されたことを歓迎します。 

 もとより、私はリスクコミュニケーションを専門に研

究しているわけではありませんから、感想と意見にす

ぎませんが、食の安心・安全を強く願っている消費者の

意見として今後の政策に生かしていただきたいと思い

ます。 

 リスクコミュニケーションとはそもそも、食品に限ら

ず民主的な市場経済社会において私たち国民がリスク

コミュニケーションに期待するものは 

 ①学習効果 

 ②政策決定への参画 

であると考えます。しかし、時間が経っていない、し

かも問題は山積しているというこの間の事情から、どち

らかというと学習の機会としては捉えられていません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



その理由として食品安全に関する新制度がいまだ理解

されていないということばかりではなく、信頼されてい

ないからであると考えます。むしろ、国民は、制度を確

立させていく過程、機会として個々のリスクコミュニケ

ーションの場を考えている場合が多いようです。 

 さて、そのリスクコミュニケーションの機会・ツール

は、私たち国民・消費者にとっては一般的には、公開

の「意見交換会」と「パブリックコメント－以下ＰＣ」で

す。何回かの公開意見交換会に出席した経験とＰＣを

提出した経験から以下問題点を列挙し意見を申し上げ

ます。 

 

１．専門調査会の位置づけ、権限が不明確で、意見

交換会および意見募集をおこなう主体がはっきりしな

い。政策に結びつかない意見の募集はありえず、「リス

ク評価について意見が聞きたい」と言われても、国民

はその先に見え隠れする政策への懸念も同時に述べ

ざるを得ない。それは、国民の不慣れというよりはむし

ろ制度の不備と考えるほうが自然である。少なくとも食

の安全に関する問題については、実施主体は食品安

全委員会であり、リスクコミュニケーション専門調査会

はもっと深くかかわるべきではないかと考える。また、

食品安全委員会の事務局は各々どの分野の専門調査

会を掌握して責任を持っているのか、管理機関との関

係などを明確にしてもらいたい。いずれにしても、事務

局員が少なすぎるのではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．意見交換会およびパブリックコメントの意見の集

約 

はどのようにされていて、生かされているのかわか 

りずらい。 

現在どのようなパブリックコメントが募集されている

のかパソコンで検索すると、絞り込み案内が最後に出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．専門調査会は、食品安全基本法第３６条の規程に

より内閣総理大臣に任命された専門委員によって

構成され、食品安全委員会専門調査会運営規程（平

成１５年７月９日食品安全委員会決定）第２条の規

定により、企画専門調査会、リスクコミュニケーシ

ョン専門調査会、緊急時対応専門調査会の他１３の

評価関係の専門調査会が設置されています。リスク

コミュニケーション専門調査会については、食品安

全委員会専門調査会運営規程第３条第２項におい

て、「委員会が行うリスクコミュニケーション及び

関係行政機関が行うリスクコミュニケーションの

調整に関する事項について調査審議する」こととさ

れています。また、食品安全委員会事務局は、各担

当課の所掌事務に対応した専門調査会を担当して

います。 

食品安全委員会は、科学的知見に基づく中立公正な

リスク評価を実施するため、リスク管理機関とは独

立して設置されましたが、リスク評価について必要

なデータの要請や、リスクコミュニケーションの実

施等について、連携、協力を図っています。特にリ

スクコミュニケーションに関しては、食品安全委員

会とリスク管理機関が相互に連携して意見交換会

等を開催するとともに、食品安全委員会は、関係行

政機関が行うリスクコミュニケーションに関する

事務の調整を行っています。 

 

２．意見・情報の募集に対して提出された意見・情報

については、一つ一つ内容を検討し、評価書案の作

成に当たり検討されていない新たな科学的知見等

を内容とするものについては、専門委員の意見を踏

まえ、委員会での審議を行い必要に応じ評価書等に

反映しています。しかしながら、意見・情報がどの



てくるため、引き出すのは至難です。 

またＰＣの結果は、最新９０日分３３件ヒット（18/8/31

まで 2273件中）しました。やはり、最後に絞り込み案内

がありましたが、なぜ最後か、不親切きわまりないと思

います。例えば、話題になったイソフラボンの募集結果

について見ると、H18/6/28/7/25 の意見募集に関し

て、１９件の意見が寄せられ、それについて同趣旨の

ものはまとめるなどしてのコメントも出され、たぶん指

針に反映されたと考えますが、PC の役割としてこれで

いいのでしょうか。メチル水銀も同様でした。国民は、メ

チル水銀の科学的評価を云々しているわけではなく、

それが、政策としてどう扱われるのかに大きな関心が

あるわけですが、明確な区別はつけにくいものです。

要するに、評価機関（食品安全委員会）と管理機関（厚

労省）の役割分担を機関側は強調されますが、国民は

なかなか理解できません。 ついでに、わからなかった

ことのひとつに「行政手続法に基づく－第３９条４項」

「任意の意見募集」の違いがありますが、これによっ

て、PC の扱いがどう違ってくるのか？も理解できませ

ん。 

 

３．「食の安全に関するリスクコミュニケーションの改

善に向けて（案）」 

（１）改善の方向 

おおむね、賛同できます。特に、意見交換会をきめ

細かく実施する方向は望ましいと考えます。 

（２）今後検討すべき内容 

＊食品安全委員会で評価すべき項目を、いつ、どこ

で、どの専門調査会が、なんのために、などの理由を

つけて、事前に公表し、リスクコミュニケーションにかけ

てほしいと思います。 

＊リスク評価機関で科学的に検討された内容の結

果は、公表される必要はあるが、基本的にはリスクコミ

ュニケーションの対象ではないと考えます。しかし、必

要であるとリスクコミュニケーション専門調査会が判断

したものについてはそのかぎりではありません。 

＊その他は今までどおり一国民が関心を示さない場

合もありますが、すべての情報は開示されるべきであ

り、法律にのっとってされねばならないものは網羅する

ことが原則です。 

＊任意の意見募集と行政手続法によるものは区別

してください。そのための手続きを法整備することも必

要です。 

＊食育は管轄外ではないか、と思います。 

ように議論、反映されたのかわかりにくいとの指摘

があることから、「食の安全に関するリスクコミュ

ニケーションの改善に向けて（案）」の４．改善の

方向性（２）②アにも示したとおり、意見・情報の

募集に係る検討経過の周知と反映について、リスク

評価とリスク管理の役割を認識しつつ、情報提供を

行ってまいります。 

なお、いわゆるパブリック・コメントは規制の制

定、改廃に際して、事前に命令等の案を示して、そ

の案について広く国民の皆様から意見や情報を募

集するもので、行政手続法に規定されています。な

お、対象の範囲が命令等に該当しない場合は、任意

に意見公募手続を行い、任意に結果を公示できるこ

ととなっており、食品安全委員会が行うリスク評価

は、規制の制定等に係るものではありませんが、情

報及び意見の交換の促進の観点から、意見・情報の

募集を行っているものです。 

 

 

 

 

３．（２）食品安全委員会では、リスク管理機関から

評価要請を受けた場合にはその内容について、原則と

して公開で開催される委員会会合において説明を聴

取するとともに、どの専門調査会で審議をするかを決

定しており、議事録や配布資料はホームページで公開

されています。また、委員会が自らリスク評価を行う

場合には、リスクコミュニケーションを行うよう努め

ることとされています。 

なお、食育については平成１７年７月に制定された食

育基本法において、食品の安全性に関する情報の提供

が挙げられており、また、食品安全委員会もリスクコ

ミュニケーションを積極的に実施することにより、食

育の推進を図っています。 

２で記述したように食品安全委員会は、意見・情報の

交換を促進する観点から、専門調査会で審議された評

価書案について原則として国民からの意見・情報の募

集を行うとともに、それらの結果を公表するほか、国

民の関心の高い案件について意見交換会等を行って

います。 

 


